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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年９月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年４月３０日 １２時５０分ごろ 

発生場所 和歌山県由良
ゆ ら

町白
しら

埼北西方沖 

 紀伊海鹿
あ し か

島灯標から真方位０８５°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.７′ 東経１３５°０３.９′） 

事故の概要  漁船箱崎
はこざき

丸は、北北西進中、また、プレジャーボートくすのきは、

漂泊中、両船が衝突した。 

 くすのきは、船長が負傷し、船尾部外板の破損等を生じ、また、箱

崎丸は、船首部船底外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年６月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 箱崎丸、４.５６トン 

   ＷＫ３－１９６０７（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.４９ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数６０、昭和５７年５月２７日 

Ｂ プレジャーボート くすのき、５トン未満 

   ２５０－２９８１５和歌山、個人所有 

   ３.７１ｍ（Lr）×１.５６ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１kＷ、平成６年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１１月２９日 

    免許証交付日 平成２６年１月２０日 

           （平成３１年１０月１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年２月４日 

    免許証交付日 平成２６年１０月２１日 

           （平成３２年５月２２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷、右舷スタビライザに欠損 

Ｂ 船尾部外板に破損、船外機の脱落等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 約１ノット（kn）の

南流、水温 約１６℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、一本釣り漁を終え、由良町神谷
か み や

で水揚げを行った後、平成２８年４月３０日１２時３０分ごろ係留地

に向けて発進した。 

 船長Ａは、由良町鹿
ひ

尾
じ

菜
き

島東方沖で進行方向となる白埼西方沖を見

たところ、他船を見掛けなかったので、前路に航行の支障となる船舶

はいないと思った。 

 船長Ａは、操舵室左舷側の椅子に腰を掛け、約１３knの速力（対地

速力、以下同じ。）で白埼北西方沖を手動操舵により北北西進中、１

２時５０分ごろ船体に軽い衝撃を感じた後、右舷側にＢ船を認め、Ａ

船とＢ船とが衝突したことを知った。 

 船長Ａは、Ｂ船に乗組員が見当たらなかったので、周囲を見たとこ

ろ、Ａ船の左舷船尾方約１０ｍに船長Ｂを発見し、船長Ｂに接近した

後、ロープを渡してＡ船に引き寄せた。 

 船長Ａは、１人で船長ＢをＡ船に引き揚げることができなかったの

で、無線で僚船に連絡して救助を要請した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、流し釣りを行う目的で、１２時

３０分ごろ由良町大引
おおびき

漁港を出港し、１２時４５分ごろ白埼北西方沖

の釣り場に到着し、船首を北北西方に向けて機関を中立とした。 

 船長Ｂは、右舷船尾部で台に腰を掛け、船首方を向いた姿勢で、白

埼及び海鹿島を見てＢ船の圧流状況を確認していたところ、衝撃を受

けて海に投げ出された。 

 船長Ｂは、Ａ船の僚船が来援して救助された後、Ａ船により大引漁

港に運ばれた。 

 船長Ｂは、救急車により病院に搬送され、肋骨骨折及び溺水と診断

され、７日間入院した。 

 Ｂ船は、漁業協同組合の漁船により大引漁港へえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、本事故発生場所付近の航行経験が豊富であった。 

 Ａ船は、１３knの速力で航行すると船首が浮上し、正船首から左に

約３°右に約１０°の範囲で死角が生じていた。 

 船長Ａは、ふだん、少しの波があれば船首が振れること及び時折上

半身を左右に振ることで、Ａ船の船首方の死角を補う見張りを行って

いたものの、本事故当日は、海上が平穏であり、ふだんより船首が振

れず、また、時折、上半身を左右に振っていたものの、小型のＢ船の

船尾を船首方に見る態勢で接近していたので、Ｂ船が見えなかったの
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ではないかと本事故後に思った。 

 船長Ａは、救命胴衣を着用していた。 

 Ｂ船は、和船型で、船体が白色であった。 

 船長Ｂは、本事故発生場所付近で約１５年流し釣りを行っており、

航行中の船舶が漂泊中のＢ船を避けてくれていた上に、本事故当時、

航行する船舶をあまり見掛けなかったので、釣り場で白埼及び海鹿島

を見て圧流状況を確認していた。 

 船長Ｂは、チョッキ型の救命胴衣を羽織っていただけだったので、

落水時に脱げてしまった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、白埼北西方沖を北北西進中、船長Ａが、前路に航行の支障

となる他船はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に

行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ａは、時折、上半身を左右に振って見張りを行っていたもの

の、船首を左右に振るなどしていなかったことから、Ａ船の船首浮上

による死角に入っていたＢ船を認めなかった可能性があると考えられ

る。 

 Ｂ船は、白埼北西方沖において漂泊中、船長Ｂが、右舷船尾部で船

首方を向きながら、白埼及び海鹿島を見て圧流状況の確認をしてい

て、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に向けて

接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、航行中の船舶が漂泊中のＢ船を避けてくれていた上に、

本事故当時、航行する船舶をあまり見掛けなかったことから、白埼及

び海鹿島を見て圧流状況を確認していたものと考えられる。 

原因  本事故は、白埼北西方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、船

首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、右

舷船尾部で船首方を向きながら、白埼及び海鹿島を見て圧流状況の確

認をしていて、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・救命胴衣等の適切な着用を心掛けること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２８年４月３０日 

１２時５０分ごろ発生） 

紀伊海鹿島灯標 

海鹿島 

白埼 

大引漁港 

神谷 

鹿尾菜島 

由良町 

Ａ船の針路 

Ｂ船（漂泊中） 

和歌山県 


